
「群馬県ふるさと伝統工芸品展」会場設営等実施業務 企画提案要領 

 

この公募は、令和８年度当初予算成立後、速やかに事業を開始できるようにするため、

予算成立前に公募の手続きを行うものです。成立した予算の内容によっては、事業内容及

び委託金額等に大幅に変更が生じることがあります。また、令和８年４月１日までに予算

が成立しない場合には、事業停止も含めて別途協議させていただきますので、予め御留意

ください。 

 

１．業務の名称 

「群馬県ふるさと伝統工芸品展」会場設営等実施業務 

 

２．業務の趣旨・目的 

群馬県の郷土の自然と生活の中で育まれた「群馬県ふるさと伝統工芸品」を広く周知 

し、本県の伝統工芸品産業の普及啓発を図ることを目的とします。 

   

３．業務の内容 

「群馬県ふるさと伝統工芸品展」会場設営等実施業務全般 

※詳細は「仕様書」のとおり。 

   ※装飾業務については、群馬県ふるさと伝統工芸士会（共催者）が契約する展示装

飾に関するコーディネーターと連携して実施することとします。 

 

４．予算額 

２，０９９，９００円（消費税及び地方消費税を含む） 

   ・応募に要する経費は含みませんので、自己負担となります。 

・消費税及び地方消費税の税率は１０％として積算してください。 

・採用された事業者におかれましては、採用された企画提案に基づき、業務内容を協 

議・調整のうえ、再度見積もりをお願いします。 

 

５．契約期間 

契約締結の日から令和８年６月１５日（月）まで 

 

６．応募資格 

次のすべての要件を満たすものとします。 

・地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当してい

ない者であること 

・破産宣告を受け復権していない者でないこと 

・銀行取引停止処分を受けている者でないこと 



・会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立て、又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続きの申立てがなされて

いる者でないこと 

・群馬県の指名停止処分を受け、その期間が終了していない者でないこと 

・暴力団又は暴力団員でないこと 

・暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと 

・国税及び地方税等を滞納している者でないこと 

・本委託業務を的確に遂行する体制・ノウハウ等を有し、かつ当該業務を円滑に遂行

するために必要な経営基盤を有している者であること 

 

７．スケジュール 

（１）質問受付期間 

   令和８年２月１９日（木）午後５時まで ※詳細は、下記８のとおり 

（２）参加申込 

令和８年２月１９日（木）午後５時まで ※詳細は、下記９のとおり 

（３）企画提案書提出期限 

   令和８年２月２７日（金）午後５時必着 ※詳細は、下記１０のとおり 

（４）審査期間 

   令和８年３月２日（月）～１２日（木） ※詳細は、下記１１のとおり 

（５）結果発表 

   令和８年３月１３日（金）頃 

 

８．質問受付 

  次のとおり、応募を予定している事業者から質問を受け付けます。 

（１）受付期間 

令和８年２月１９日（木）午後５時まで 

（２）質問様式 

質問書（様式１）による。 

（３）質問方法 

E-mail による。E-mail jibasan@pref.gunma.lg.jp 

※ 件名を「群馬県ふるさと伝統工芸品展 会場設営等実施業務 質問」 

としてください。 

※ 質問書を提出した際は、必ず電話連絡をお願いします。（電話 027-226-3358） 

（４）提出先 

「１３. 問合せ先」のとおり 

 

９. 参加申し込み 

企画提案への参加を希望する事業者は「参加申込書（様式２）」を提出してください。  

（１） 提出期限  

令和８年２月１９日（木）午後５時 必着  



（２） 提出方法  

E-mail 

※参加申込書を提出した際は、必ず電話連絡をお願いします。  

（３）提出先  

「１３. 問合せ先」のとおり 

 

 

１０．応募の手続き等 

応募する場合には、次のとおり書類を提出してください。 

（１）提出書類（全て電子データ１部（ＰＤＦ）） 

ア 企画提案書表紙（様式３） 

イ 企画提案書本体（様式自由） 20 枚以内としてください。 

  会場のレイアウト図、展示装飾例、展示コンセプト等の企画提案 

※企画提案には、①展示コンセプト、②会場レイアウト、③装飾、④アイデア・

工夫に関する項目を設け、それぞれについて提案内容を記載すること。 

     ①･･･工芸品展の趣旨にふさわしいか。 

②･･･配置のバランス、回遊性等が考慮されているか。 

③･･･一体性や誘客のための視覚効果等が考慮されているか。 

④･･･集客が期待できる斬新なアイデアや新たな取り組み等があるか。 

ウ 業務実施体制表（様式４） 

エ 費用見積書（任意様式） 

     ※宛名は「群馬県知事山本一太」とし、内訳には各経費の単価、消費税及び 

地方消費税額を明記してください。 

オ 法人登記簿謄本［３カ月以内に発行されたもの。コピー可］ （＊注） 

カ 決算書［直近のもの１期分（半期決算の場合は２期分）］（＊注） 

キ 会社概要（パンフレット等）（＊注） 

ク 誓約書［群馬県暴力団排除条例第７条関係］（様式５）（＊注） 

ケ  消費税の「課税事業者届出書」又は「免税事業者届出書」(様式６) 

     ※令和７年４月１日から令和８年３月３１日の期間において、消費税法上の課

税事業者にあたる場合は「課税事業者届出書」を、免税事業者にあたる場合

は「免税事業者届出書」を、それぞれ一部提出すること。 

※（＊注）印の書類については、入札情報公開システム（群馬県）の競争入札参加

資格者情報一覧に登載されている者は提出不要です。 

（２）提出方法等 

  ・提出方法：メール 

・提出期限：令和８年２月２７日（金）午後５時 

・提 出 先：「１３. 問合せ先」のとおり 

※電子メールは１通につき７ＭＢまで受信可能。 

７ＭＢを超える場合は、複数回に分けて提出すること。 

困難な場合は、電話にて連絡すること。 



※ｚｉｐファイルやファイル転送サービスは受信不可のため、留意すること。 

（３）提出書類の取扱い 

・提出された書類は返却しないものとします。 

なお、当該書類は、本事業の委託先選定の審査以外の目的には使用しません。 

・提出された応募書類は、審査の必要上、複製を作成することがあります。 

（４）その他注意事項 

・書類の作成・提出等に要する経費は、提案者の負担とします。 

・提案者が提出書類に虚偽の記載をした場合は、当該企画提案を無効にし、契約締

結後の場合には、契約を解除することがあります。 

・提出後に辞退する場合には、速やかにご連絡をいただくとともに、その旨書面に

て提出願います。 

 

１１．審査 

提出された書類に基づき、以下の項目を審査し、最も優れた企画提案を提出した事業

者を優先交渉者として決定し、委託契約の交渉を行います。 

なお、審査結果は、３月１３日（金）頃までに応募者すべてに通知します。 

（審査項目） 

・展示コンセプト（工芸品展の趣旨にふさわしいか。） 

・会場レイアウト（配置のバランス、回遊性等が考慮されているか。） 

・装飾（一体性や誘客のための視覚効果等が考慮されているか。） 

・アイデア・工夫（集客が期待できる斬新なアイデアや新たな取り組み等があるか。） 

 

１２．契約 

・上記１１において選定された者を、事業の委託契約候補者とします。 

・企画提案内容がそのまま契約内容となるものではなく、具体的な契約内容及び委託金 

額は、県との交渉で決定します。 

・優先交渉者との交渉が不調に終わった場合、次点とされた者と交渉する場合がありま

す。 

・委託により作成された成果品に関する全ての権利（著作権法第２７条及び第２８条に 

定める権利を含む）は、群馬県に帰属します。 

・本業務は、国の交付金（地域未来交付金等）を財源に実施する予定のため、法令、国・

県の会計、財務規定に従った処理を行っていただきます。 

・適正な経理が行われていることを確認するため、中間検査及び完了検査、事業終了後

の事務監査等（国の会計実地検査を含む）を行う場合があります。なお、本事業に関

する証拠書類は、事業終了後５年間保存していただきます。 

 

１３. 問合せ先 

  〒371-8570 前橋市大手町１－１－１ １２階 

群馬県産業経済部地域企業支援課ものづくりイノベーション室地場産業係 

電話：027-226-3358 E-mail：jibasan@pref.gunma.lg.jp 


